
平成29年10月16日
中部地方整備局

『公共工事発注者支援機関（土木、建築）』の
認定に係る公募のお知らせ

「品質確保に関する推進協議会」では、「公共工事の品質確保の促進に関す
る法律」に基づき、「公共工事発注者支援機関評価制度」により「発注者支
援のための発注関係事務を適切に実施することができる者」の評価・認定を
行っています。

このたび、この公共工事発注者支援機関の認定に係る公募を「公共工事発
注者支援機関認定に係る公募及び認定要項」※により実施します。

●申請書の受付期間※

平成２９年１０月１６日（月） ～ 平成２９年１１月１５日（水）
受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の１０時から１６時まで

●申請に必要な書類※

「公共工事発注者支援機関認定に係る公募及び認定要項」による(HP掲載)

●申請書の提出先
①活動範囲がひとつの県内の場合は当該県窓口

※

②活動範囲が複数の県にまたがる場合は
「品質確保に関する推進協議会 事務局」国土交通省 中部地方整備局

企画部技術管理課（土木窓口）、営繕部技術･評価課（建築窓口）

●公募及び認定要項は、下記のホームページで公開します

■中部地方整備局ＨＰ 公共工事の品質確保に関するページ「発注者支援業務等の認定について」

http://www.cbr.mlit.go.jp/hinkaku/shienkikan.htm

■岐阜県ＨＰ 土木分：公共工事発注者支援機関（土木）の認定にかかる公募のお知らせ

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/

建築分：公共工事発注者支援機関（建築）の認定にかかる公募のお知らせ

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kaihatsu/kokyo-kenchiku/

■静岡県ＨＰ 静岡県の公共建築～ようこそ営繕3課へ「公共工事発注者支援機関（土木･建築）の

認定にかかる公募のお知らせ」（建築のみの公募）

http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-130a/architecture.html

■愛知県ＨＰ 入札･契約･公売情報「公共工事発注者支援機関（土木･建築）の認定にかかる

公募のお知らせ」 http://www.pref.aichi.jp/life/5/19/

■三重県ＨＰ 『公共工事発注者支援機関（土木、建築）』の認定にかかる公募のお知らせ

http://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/index.htm

※各県では各々同内容の公募･募集を行うのでこれによる（申請の要件･様式は統一）。

１．添付資料 参考資料：発注者支援機関の評価制度について
２．配 布 先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、静岡県政記者クラブ、

三重県政記者クラブ、三重第二県政記者クラブ

３．問合せ先 品質確保に関する推進協議会事務局
（国土交通省 中部地方整備局 企画部 技術管理課）

技術管理課長 加藤 豊、課長補佐 志賀 勝宏
TEL ０５２－９５３－８１３１

 

 



認定 発注者支援機関(H29.10現在）

地方公共団体

公共工事の品質確保・更なる向上を目的として、中部４県の公共工事の発注者が『公共工事の品質確保の促
進に関する法律』第21条第1項及び第4項の定めに基づき、発注者が発注関係事務を適正に実施することができ
る者（発注者支援機関）を活用しようとする場合において、国・都道府県が行う支援である、「発注関係事務を適
切かつ公正に行うことができる者の『適切な評価』」を行うため、「品質確保に関する推進協議会」により公共工事
発注者支援機関評価制度を平成26年12月17日に設立し、発注者支援機関として、発注関係事務（積算、監
督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等）を適切かつ公正な立場で継続して円滑に行うことができる条件を
備えているか評価要件を用いて評価し、認定を行っている。

①発注関係事務を適正に行うことができる知識経験
②法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制
③その他発注関係事務を公正に行うことができる条件を
備えた者

（認定期間は評価の翌日より３年後の年度末。継続は再度評価が必要）

(H27.3.6認定 ：9団体) (H29.3.17認定※：1団体)

『公共工事発注者支援機関の評価制度』の概要

【品質確保に関する推進協議会】

・学識経験者
・国土交通省 中部地方整備局
・岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
名古屋市 静岡市 浜松市

品質確保に関する推進協議会

＜評 価＞
公正な立場で継続して、

円滑に発注関係事務を遂行
できる組織

地方公共団体認
定

活
用

地方公共団体

○認定機関［建築］
（公財）岐阜県建設研究センター
（一財）静岡県建築住宅

まちづくりセンター
愛知県住宅供給公社
（公財）三重県建設技術センター
（一社）中部地域づくり協会

○認定機関［土木］
（公財）岐阜県建設研究センター
（公財）愛知県都市整備協会
（公財）三重県建設技術センター
（一社）中部地域づくり協会
※（一社）ふじのくにづくり支援センター

発注者支援機関の評価制度について 参考資料

評価・認定手続き
①協議会委員（整備局・県）は、関係市町村支援の状況を踏まえ、認定候補機関の募集を行う。
②募集を実施した者は、認定候補機関を協議会に推薦する（必要に応じて推薦の審査を行う）。
③協議会は推薦を受けた認定候補機関を、評価要件を用いて評価し、適切と認められる場合は、「発注者支援機関」

として認定する。
（認定期間は、評価の翌日より３年後の年度末とし、継続する場合は再度評価を必要とする）

発注者支援機関の評価・認定手続きフロー

－発注者支援機関の評価・認定手続き－


